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公  告 

 

 令和８年度 小城市廃棄物中継施設整備工事について、共同企業体による条件付一般競争入札

（事前審査型）を行いますので、入札参加申請の受付の期間及び方法を次のとおり公告します。 

 なお、この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 104号）

に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。 

 

令和８年４月 10日 

 

小城市長 南里 隆 

 

 

１ 工事の概要 

（１）工 事 名   令和８年度 小城市廃棄物中継施設整備工事 

（２）工事場所   佐賀県小城市牛津町柿樋瀬 1174番地 1 

（３）工事内容   廃棄物中継施設建築工事 一式 

          廃棄物中継施設（鉄骨造 地上１階建て 延床面積：1,250.52㎡） 

洗車場（鉄骨造 地上１階建て 延床面積：94.50㎡） 

電気設備工事 一式 

機械設備工事 一式 

（４）予定工期   契約締結の日（議会議決の日）から令和 10年３月 24日まで 

（５）予定価格   事後公表 

（６）最低制限価格 有 

 

２ 入札参加資格に関する事項 

本工事の入札に参加できる者は、次に掲げる条件を満たす共同企業体とする。 

（１）共同企業体の基本的要件、結成手続き等については、小城市建設工事共同企業体取扱要領

によるものとする。 

（２）共同企業体の構成員の資格要件 

ア すべての構成員の資格要件 

（ア）小城市競争入札参加資格に関する規則（平成 17 年小城市規則第 111 号）第３条に定め

る入札参加者の資格のある者で、令和７・８年度の小城市入札参加資格者名簿に登載され

ている者であること。 

（イ）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定に該当するもの

でないこと。ただし、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要

な同意を得ている者は、この限りでない。 

（ウ）佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則（昭和 28年佐賀県規則第 21号）

第２条第２項の規定（以下「佐賀県規定」という。）により建築一式工事のＡ級又はＢ級

の認定を受けている者であること。 

（エ）（ウ）のうち、建築一式工事Ａ級については、小城市内に本店又は支店（営業所）を有

している者。建築一式工事Ｂ級については、小城市内に本店を有している者であること。 

（オ）本工事の入札参加資格確認書の提出期限日から開札の日までの間において、佐賀県及び
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小城市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領による指名停止を受けてい

ない者であること。 

（カ）本工事の入札参加資格確認書の提出期限日以前６か月から開札の日までの間、金融機関

等において、不渡り手形等を出していない者であること。 

（キ）本工事の開札の日までに、会社更生法(平成 14年法律第 154号)又は民事再生法(平成 11

年法律第 225号）の規定に基づく更生又は再生手続きの申立がなされた者でないこと。 

ただし、更生又は再生計画の認可が決定されたもので、入札参加資格申請書を再度提出

し、前記(ウ)の決定を受けたものを除く。 

（ク）本工事の入札参加申請を行う他の建設業者と資本又は人事面において、強い関連がない

こと。 

（ケ）当該工事について、施工経験を有する建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 26条に規

定する主任技術者又は監理技術者を工事場所での工事期間に専任で配置し得る者である

こと。 

イ 共同企業体の代表者の資格要件 

（ア）佐賀県規定により建築一式工事でＡ級の認定を受けていること。 

（イ）出資比率が構成員中最大であること。 

     （ウ）当該工事に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者は、過去 10 年間の実績に

おいて、公共工事での建築物の建築一式工事を元請（特定又は経常建設工事共同企業体の

構成員の実績は、出資比率が 30%以上の場合の者に限る。）で、１棟平屋建て以上、延べ床

面積 1,000平方メートル以上の建築工事において、建築一式工事の施工実績を有する技術

者を工事現場に専任で配置できる者であること。 

    ウ 代表者及び代表者以外の地域要件 

（ア）構成員のうち、代表者又は代表者以外のどちらか一方は、小城市内に本店を有し、本 

店で本工事の契約ができる者であること。 

（３）共同企業体構成員の数 

   構成員の数は、２社とする。 

（４）出資比率 

   すべての構成員が 30％以上の出資比率であること。 

（５）存続期間 

 （ア）市工事の相手となった者 

    該当工事に係る請負契約の履行後３月を経過する日まで。 

 （イ）市工事の相手とならなかった者  

    該当工事に係る請負契約の相手方が確定する日まで。  

 

３ 入札参加資格確認申請書及び提出資料 

（１）条件付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

（２）共同企業体協定書（様式第２号） 

（３）共同企業体編成表（様式第３号） 

（４）同種工事の施工実績調書及び実績を証する書類（様式第４号） 

（５）配置予定技術者調書及び経験を証明する書類（様式第５号） 

（６）営業所一覧表（様式第６号） 

（７）経営事項審査結果通知書の写（有効期限内の最新のもの） 
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（８）その他添付書類 

○様式については、小城市ホームページ[https://www.city.ogi.lg.jp]に掲載しておりますの

で、ダウンロードするか、下記受付場所に問い合わせください。 

 

４ 入札参加資格確認申請書、提出資料の受付期間及び受付場所 

（１）受付期間  令和８年４月 10日（金）から令和８年４月 22日（水）まで 

（土曜日、日曜日を除く。）午前９時から午後４時まで 

（２）受付場所  〒849-0302 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬 1174番地 1 

         小城市役所 市民部 環境課 施設係（廃棄物中継センター） 

電話：0952-37-6145  FAX：0952-66-1630 

（３）提出方法  持参又は郵送（郵送の場合は令和８年４月 22日（水）午後４時必着） 

 

５ 入札参加資格の確認 

（１）当該工事の入札に参加を希望する者は、共同企業体を結成のうえ、「入札参加資格確認申

請書及び提出資料」を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

（２）提出資料の資格審査により入札参加資格を確認し、令和８年４月 24日（金）【予定】に入

札参加資格確認通知を行うものとする。 

（３）本工事の入札に参加できる者は、入札参加資格の確認通知を受けたものに限る。 

（４）入札参加資格を有する旨の確認を受けた者が、その後資格要件を満たさなくなったとき、

又は申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したときは、入札に参加できないものとする。 

 

６ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）入札参加資格がないと認められた者は、その理由について書面により説明を求めることが 

できる。 

（２）前記の説明を求める場合は、通知をした翌日から起算して５日（小城市の休日に関する条

例第１条に規定する市の休日（以下「休日」という。）を含まない）以内に、説明を求める

ことができる。この書面の提出先は廃棄物中継センターとする。 

（３）入札参加資格がないと認められた理由について書面により説明を求められたときは、説明

を求めることが出来る最終日の翌日から換算して５日（休日を含まない。）以内に書面によ

り回答する。 

（４）前記の回答に不服がある者は、入札参加資格がないと認められた理由の説明を受けた日か

ら５日（休日を含まない。）以内に書面により苦情の申立てをおこなうことができる。この

書面の提出先は廃棄物中継センターとする。 

（５）前記による苦情の申立てが行われた場合には、入札又は契約の中止、解除等が行われる場

合がある。 

（６）苦情の申立てについては、小城市入札者指名等審査委員会において審議する。 

 

７ 資料の閲覧 

  入札参加申込者に対する本工事の特記仕様書、関係図面、金抜設計書、その他見積りに必要

な資料及び契約書案（以下「設計図書等」という。）の閲覧は、次のとおり行う。 

（１）閲覧期間  令和８年４月 10日（金）から令和８年５月 15日（金）まで 

         ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

         午前９時から午後４時まで 

https://www.city.ogi.lg.jp/
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（２）閲覧場所  小城市役所 市民部 環境課 施設係（廃棄物中継センター） 

（３）複写申込  メールにて申込みの上、ダウンロード用 URLをメールにて返信する。 

 

８ 入札及び開札 

   本入札方法は、小城市電子入札執行要領に基づく電子入札とする。 

（１）入札期間   

令和８年５月 18日（月）午前８時 30分から令和８年５月 19日（火）午後５時までの電子

入札システム稼働時間 

（２）開札日時 

   令和８年５月 20日（水）午前９時 30分から 

（３）開札場所 

   小城市役所西館２階会議室 

９ その他 

（１）入札保証金 

小城市財務規則（平成 17 年規則第 38 号）第 85 条第１項第１号又は第２号の規定に基づく

ときは、入札保証金の納付を免除する。 

（２）契約保証金 

契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付すること。ただし、小城市財務規

則第 104条第２項の規定に基づくときは、契約保証金の納付を免除する。 

（３）落札者の決定 

落札者は、入札書比較価格（予定価格に 110分の 100を乗じて得た価格）以下の価格で入

札書比較最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格を提示した者を落札

者とする。 

また、落札となるべき同価格の入札を行った者が２者以上あるときは、くじにより落札者

を決定するものとする。 

（４）契約の方法、契約締結の時期及び工事費の支払い方法 

 ① 契約は小城市建設工事請負契約約款により契約する。 

② 落札者との契約は仮契約とし、小城市議会の議決を経た場合に本契約とする。 

 ③ 完成前の工事費の支払いについては、小城市建設工事請負契約約款第 39 条の定めるとこ

ろにより行う。 

（５）その他 

 ① 小城市建設工事最低制限価格制度事務処理要領の規定により最低制限価格を設定してい

る場合は、見積もった入札金額が最低制限価格を下回る価格の時は、直ちに失格とする。 

② 入札に際しては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用について設計図書等に記載さ

れた処理方法等により積算した上で入札すること。また、落札者は落札決定後に分別解体の

方法等を契約書に記載するために発注者と協議を行うこと。 

③ 小城市発注の工期が重複する近接した工事を、同一業者が落札し契約した場合は、設計変

更により諸経費の調整を行う。 

④ 前金払 有（契約金額の 40％以内） 

⑤ 部分払 有（小城市財務規則第 62条第３項の規定による。) 

⑥ 入札心得については、小城市ホームページ[https://www.city.ogi.lg.jp]に掲載している

ので、確認すること。 

https://www.city.ogi.lg.jp/
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⑦ 本工事に係る下請負契約については、小城市内に本店を有している者を優先活用するよう

努めること。 

⑧ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 17 年小城市条例

第 44号。以下「条例」という。）により契約の締結にあたって議会の議決を経なければなら

ない契約の仮契約の相手方（仮契約の相手方が共同企業体である場合は、その構成員のいず

れか）が、本市との契約に関して次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、原則

として、当該仮契約は議会に上程せず、本契約を締結しないものとする。 

ア 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）第３条、第

８条第１項若しくは第 19 条に違反し公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納

付命令を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき。 

イ 贈賄・談合等著しく本市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人

の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

 

10 入札参加・入札に関する質問 

（１） 本入札参加に対する質問がある場合は、令和８年４月 16日（木）午後４時までに、質問  

  書を問い合わせ先のメールアドレスに提出し、到着確認のため電話連絡をすること。 

質問への回答は、令和８年４月 20日（月）までに小城市ホームページ上に随時掲載する。 

（２）本入札に対する質問や特記仕様書について疑義がある場合は、令和８年５月８日（金）午 

後４時までに、質問書を問い合わせ先のメールアドレスに提出し、到着確認のため電話連絡 

をすること。 

 質問への回答は、令和８年５月 15日（金）までに入札参加資格者全員にメールで随時回答

する。 

 

11 問い合わせ先 

   〒849-0302 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬 1174番地 1 

         小城市役所 市民部 環境課 施設係（廃棄物中継センター） 

電話：0952-37-6145  FAX：0952-66-1630 

         メールアドレス：chuukei@city.ogi.lg.jp 


